
部活動地域移行に伴う本校の部活動運営について

学校部活動

地区（拠点校）部活動

地域クラブ

 
Ｒ８
入部
可能な
クラブ

令和5年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度

野 球 〇 学校部活動（合同） → 学校部活動（合同）｜地区（拠点校）部活動 → 地区（拠点校）部活動 → 継続ｏｒ地域クラブ → 継続ｏｒ地域クラブ →

サッカー 〇 学校部活動（合同） → 学校部活動（合同）｜地区（拠点校）部活動 → 地区（拠点校）部活動 → 継続ｏｒ地域クラブ → 継続ｏｒ地域クラブ →

ソフトテニス × 学校部活動 → →学校部活動→苫小牧東中STC(クラブ）

卓 球 〇 学校部活動 → → 学校部活動｜地区（拠点校）部活動 → 継続ｏｒ地域クラブ → 継続ｏｒ地域クラブ →

バドミントン 〇 学校部活動 → → 学校部活動 → 学校部活動｜？ → 継続ｏｒ拠点校・地域クラブ →

吹奏楽 〇 学校部活動 → → 学校部活動 → 学校部活動｜？ → 継続ｏｒ拠点校・地域クラブ →

美術部 〇 学校部活動 → → 学校部活動 → 学校部活動 → 学校部活動 →

【参考】本校施設を主に活動する地域クラブ　　ソフトテニス（苫小牧東中STC）、バスケットボール（クリアール）

学校部活動

学校部活動

学校部活動

本校として最優先事項;
子どもたちの活動機会の保障➡
保護者の皆様の協力・理解

令和７年１２月１日現在

運営形態

学校独自に開設される部活動（含む合同部活動）

指導者

＜苫小牧市教育委員会が目指す方向＞令和１０年度地域クラブ化（部活動完全地域移行）
学校部活動→地域クラブ（受け皿）がないので、地区（拠点校）部活動→地域クラブへ

主体（責任）

学校（校長）

大枠は市教委、運用は学校

地域クラブ

苫小牧市立苫小牧東中学校

学校部活動の設置～顧問（指導者）が配置できなければ廃部もありえる
（既存地域クラブへの移籍、保護者による指導等、検討してほしい）

指導者は自校の教員

指導者は拠点校を組む学校の教員と配置されている外部（地域）指導員

教員に限らない地域クラブ所属の指導者運営から指導まですべてを担う従来の地域クラブでの活動

拠点校を中心に近隣の希望する生徒が参加し活動する活動、運営は後援会
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これまで設置してきた地域部は以降、
設置しない；陸上、アイスホッケー、水

泳、相撲、等

令和6年度

課外活動後援会で一部用具費や
遠征費を負担

課外活動後援会解散（全校生徒から会費を集めない）により、活動に関わる
費用は自分たちで（用具、遠征費、大会参加費等）

学校部活動

学校部活動

◎地区（拠点校）部活動ができたのは・・・・

地域の受け皿（クラブ）がないので、中学校教諭によ

る指導者が主体になって、活動機会を保障している

【中部②拠点校】苫小牧東（拠点校）、和光中、開成中、明野中

【中部B拠点校】苫小牧東中（拠点校）、和光中、開成中、明野中

【中部A】苫小牧東中（拠点校）、光洋中、啓北中


